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   公布された規則のあらまし 

○知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則（規則第 62 号） 

１ 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行うこととした。 

２ この規則は、平成 28 年１月１日から施行することとした。 

○佐賀県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正する規則（規則第 63 号） 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行うこととした。 

２ この規則は、平成 28 年６月 23 日から施行することとした。 

○佐賀県屋外広告物条例施行規則及び佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

（規則第 64 号） 

１ 職業能力開発促進法の改正に伴い、所要の改正を行うこととした。 

２ この規則は、公布の日から施行することとした。 

○地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則（規則第 65 号） 

１ 地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例（平成 27 年佐賀県条例第 45 号）の施行に関し、不均一課税の申請期限、不均

一課税申請書の様式その他必要な事項を定めることとした。 

２ この規則は、公布の日から施行することとした。 

 

 

 

 


